
 

議案第３５号 

 

 

   湯梨浜町放課後児童クラブの設置に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

 

 

 次のとおり、湯梨浜町放課後児童クラブの設置に関する条例の一部を改正する

条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定に

より、本議会の議決を求める。 

 

 

   令和７年３月４日提出 

 

                湯梨浜町長 宮 脇 正 道 



 

湯梨浜町条例第  号 

 

   湯梨浜町放課後児童クラブの設置に関する条例の一部を改正する条例 

 

湯梨浜町放課後児童クラブの設置に関する条例（平成16年湯梨浜町条例第118号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

次の表の改正後の欄中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

（設置） （設置） 

第１条 児童福祉法第６条の３第２項及び

第21条の10に定める放課後児童健全育成

事業の目的を達成するため、湯梨浜町放

課後児童クラブ（以下「クラブ」という。）

を設置する。 

第１条 児童福祉法第６条の２及び第21条

の26に定める放課後児童健全育成事業の

目的を達成するため、湯梨浜町放課後児

童クラブ（以下「クラブ」という。）を

設置する。 

  

（クラブの設置等） （クラブの設置等） 

第２条 町長は、第１条の目的を達成する

ため、次に掲げるところによりクラブを

設置する。 

第２条 町長は、第１条の目的を達成する

ため、次に掲げるところによりクラブを

設置する。 

クラブの名称 対象校 

 略  略 

羽合第2放課後児童ク

ラブ 

羽合第3放課後児童

クラブ 

 略 
 

クラブの名称 対象校 

 略  略 

羽合第2放課後児童ク

ラブ 

 略 
 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 


